
いじめ防止基本方針 
田村市立常葉中学校 

１ 法的根拠 
  いじめの問題への対応は学校における最重要課題の一つであり、一人の教職員が抱え込むのではな 

く、学校が一丸となって組織的に対応することが必要である。 

  いじめから一人でも多くの子供を救うためには、子供を取り囲む大人一人一人が、「いじめは絶対

に許されない」、「いじめは卑怯な行為である」、「いじめはどの子供にも、どの学校でも、起こりうる」

との意識を持ち、それぞれの役割と責任を自覚しなければならず、いじめの問題は、心豊かで安全・

安心な社会をいかにしてつくるかという、学校を含めた社会全体に関する国民的な課題である。この

ように、社会総がかりでいじめ問題に対峙するため、基本的な理念や体制を整備することが必要であ

り、平成 25年 6月「いじめ防止対策推進法」成立した。 

  いじめは、すべての児童生徒に関係する問題である。いじめの防止等の対策は、全ての児童生徒が 

安心して学校生活を送り、様々な活動に取り組むことができるよう、学校の内外を問わず、いじめが 

行われなくなるようにすることを旨として行われなければならない。 

  また、すべての児童生徒がいじめを行わず、いじめを認識ながら放置することがないよう、いじめ 

の防止等の対策は、いじめが、いじめられた児童生徒の心身に深刻な影響を及ぼす許されない行為で 

あることについて、児童生徒が十分に理解できるようにすることを旨としなければならない。 

 

 

 〇いじめ防止対策推進法（抜粋）学校・教職員の対応・義務  
  第一章 総則 

（目 的） 

第一条 この法律は、いじめが、いじめを受けた児童等の教育を受ける権利を著しく侵害し、そ 

の心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大 

な危険を生じさせるおそれがあるものであることに鑑み、児童等の尊厳を保持するため、いじめ 

の防止等（いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処をいう。以下同じ。）のための対 

策に関し基本理念を定め、国及び地方公共団体等の責務を明らかにし、並びにいじめの防止等の 

ための対策に関する基本的な方針の策定について定めるとともに、いじめの防止等のための対策 

の基本となる事項を定めることにより、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進 

することを目的とする。 

 

（定 義） 

第二条 この法律において「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍

している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与

える行為（インターネットを通じて行われるものを含む。）であって、当該行為の対象となった

児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。 

 

（基本理念） 

第三条 いじめの防止等のための対策は、いじめが全ての児童等に関係する問題であることに鑑 

み、児童等が安心して学習その他の活動に取り組むことができるよう、学校の内外を問わずいじ 

めが行われなくなるようにすることを旨として行われなければならない。 

2いじめの防止等のための対策は、全ての児童等がいじめを行わず、及び他の児童等に対して行わ 

れるいじめを認識しながらこれを放置することがないようにするため、いじめが児童等の心身に 

及ぼす影響その他のいじめの問題に関する児童等の理解を深めることを旨として行われなけれ 

ばならない。 

3いじめの防止等のための対策は、いじめを受けた児童等の生命及び心身を保護することが特に重 

要であることを認識しつつ、国、地方公共団体、学校、地域住民、家庭その他の関係者の連携の 

下、いじめの問題を克服することを目指して行われなければならない。 

  

（いじめの禁止） 

      第四条 児童等は、いじめを行ってはならない。 

 

第三章 基本的施策 

（学校におけるいじめの防止） 

第十五条 学校の設置者及びその設置する学校は、児童等の豊かな情操と道徳心を培い、心の通 

う対人交流の能力の素地を養うことがいじめの防止に資することを踏まえ、全ての教育活動を通 

じた道徳教育及び体験活動等の充実を図らなければならない。 
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2学校の設置者及びその設置する学校は、当該学校におけるいじめを防止するため、当該学校に在 

籍する児童等の保護者、地域住民その他の関係者との連携を図りつつ、いじめの防止に資する活 

動であって当該学校に在籍する児童等が自主的に行うものに対する支援、当該学校に在籍する児 

童等及びその保護者並びに当該学校の教職員に対するいじめを防止することの重要性に関する 

理解を深めるための啓発その他必要な措置を講ずるものとする。 

  

（いじめの早期発見のための措置） 

第十六条 学校の設置者及びその設置する学校は、当該学校におけるいじめを早期に発見するた 

め、当該学校に在籍する児童等に対する定期的な調査その他の必要な措置を講ずるものとする。 

3学校の設置者及びその設置する学校は、当該学校に在籍する児童等及びその保護者並びに当該学 

校の教職員がいじめに係る相談を行うことができる体制（次項において「相談体制」という。）を 

整備するものとする。 

4学校の設置者及びその設置する学校は、相談体制を整備するに当たっては、家庭、地域社会等と 

の連携の下、いじめを受けた児童等の教育を受ける権利その他の権利利益が擁護されるよう配慮 

するものとする。 

 

（インターネットを通じて行われるいじめに対する対策の推進） 

第十九条 学校の設置者及びその設置する学校は、当該学校に在籍する児童等及びその保護者が、 

発信された情報の高度の流通性、発信者の匿名性その他のインターネットを通じて送信される情 

報の特性を踏まえて、インターネットを通じて行われるいじめを防止し、及び効果的に対処する 

ことができるよう、これらの者に対し、必要な啓発活動を行うものとする。 

 

第四章 いじめの防止等に関する措置 

（学校におけるいじめの防止等の対策のための組織） 

第二十二条 学校は、当該学校におけるいじめの防止等に関する措置を実効的に行うため、当該 

学校の複数の教職員、心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者その他の関係者により構成 

されるいじめの防止等の対策のための組織を置くものとする。 

 

（いじめに対する措置） 

第二十三条 学校の教職員、地方公共団体の職員その他の児童等からの相談に応じる者及び児童 

等の保護者は、児童等からいじめに係る相談を受けた場合において、いじめの事実があると思わ 

れるときは、いじめを受けたと思われる児童等が在籍する学校への通報その他の適切な措置をと 

るものとする。 

2学校は、前項の規定による通報を受けたときその他当該学校に在籍する児童等がいじめを受けて 

いると思われるときは、速やかに、当該児童等に係るいじめの事実の有無の確認を行うための措 

置を講ずるとともに、その結果を当該学校の設置者に報告するものとする。 

3学校は、前項の規定による事実の確認によりいじめがあったことが確認された場合には、いじめ 

をやめさせ、及びその再発を防止するため、当該学校の複数の教職員によって、心理、福祉等に 

関する専門的な知識を有する者の協力を得つつ、いじめを受けた児童等又はその保護者に対する 

支援及びいじめを行った児童等に対する指導又はその保護者に対する助言を継続的に行うもの 

とする。 

4学校は、前項の場合において必要があると認めるときは、いじめを行った児童等についていじめ 

を受けた児童等が使用する教室以外の場所において学習を行わせる等いじめを受けた児童等そ 

の他の児童等が安心して教育を受けられるようにするために必要な措置を講ずるものとする。 

5学校は、当該学校の教職員が第三項の規定による支援又は指導若しくは助言を行うに当たっては、 

いじめを受けた児童等の保護者といじめを行った児童等の保護者との間で争いが起きることの 

ないよう、いじめの事案に係る情報をこれらの保護者と共有するための措置その他の必要な措置 

を講ずるものとする。 

6学校は、いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものであると認めるときは所轄警察署と連携 

してこれに対処するものとし、当該学校に在籍する児童等の生命、身体又は財産に重大な被害が 

生じるおそれがあるときは直ちに所轄警察署に通報し、適切に、援助を求めなければならない。 
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２ いじめの防止等の対策のための校内組織 
 

 

 

 

 

 

                                 小学校・担任  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ いじめの定義 
 個々の行為が「いじめ」に当たるか否かの判断は、表面的・形式的にすることなく、いじめられた児

童生徒の立場に立つことが必要である。 

 この際、いじめには、多様な態様があることに鑑み、法の対象となるいじめに該当するか否かを判断

するに当たり、「心身の苦痛を感じているもの」との要件が限定して解釈されることのないように努め

ることが必要である。例えばいじめられていても、本人がそれを否定する場合が多々あることを踏まえ、

当該児童の表情や様子をきめ細かく観察するなどして確認する必要がある。 

 ただし、このことは、いじめられた児童生徒の主観を確認する際に、行為の起こったときのいじめら

れた児童生徒本人や周辺の状況等を客観的に確認することを排除するものではない。 

 なお、いじめの認知は、特定の教職員のみによることなく、第 22条の「学校におけるいじめの防止等

の対策のための組織」を活用して行う。 

 具体的ないじめの態様は、以下のようなものがある。 

  ○冷やかしたからかい、悪口や脅し文句、嫌な事を言われる 

  ○仲間はずれ、集団による無視をされる 

  ○軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする 

  ○ひどくぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする 

  ○金品をたかられる 

  ○金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする 

  ○嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする 

  ○パソコンや携帯電話等で、誹謗中傷や嫌なことをされる 等 

 これらの「いじめ」の中には、犯罪行為として取り扱われるべきと認められ、早期に警察に相談する

ことが重要なものや、児童生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるような、直ちに警察に通報

することが必要なものが含まれる。これらについては、教育的な配慮や被害者の意向への配慮のうえで、

早期に警察に相談・通報の上、警察と連携した対応をとることが必要である。 

 

 

４ いじめ防止等に関する基本的な考え方 
（１）いじめの防止 

    いじめは、どの子供にも、その学校でも起こりうることを踏まえ、より根本的ないじめの問題 

克服のためには、すべての児童生徒を対象としたいじめの未然防止の観点が重要であり、全ての 

児童生徒を、いじめに向かわせることなく、心が通う対人関係を構築できる社会性のある大人へ 

と育み、いじめを生まない土壌をつくるために、関係者が一体となった継続的な取り組みが必要 

である。 

     このため、学校の教育活動全体を通じ、全ての児童生徒に「いじめは決して許されない」こと 

の理解を促し、児童生徒の豊かな情操や道徳心、自分の存在と他人の存在を等しく認め、お互い 

の人格を尊重し合える態度など、心の通う人間関係を構築する能力の素地を養うことが必要であ 

る。また、いじめの背景にあるストレス等の要因に着目し、その改善を図り、ストレスに適切に 
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対処できる力を育む観点が必要である。加えて、全ての児童生徒が安心でき、自己有用感や充実 

感を感じられる学校生活づくりも未然防止の観点から重要である。 

 

（２）いじめの早期発見 

    いじめの早期発見は、いじめへの迅速な対処の前提であり、全ての大人が連携し、児童生徒の 

ささいな変化に気づく力を高めることが必要である。このため、いじめは大人の目に付きにくい 

時間や場所で行われたり、遊びやふざけあいを装って行われたりするなど、大人が気付きにくく 

判断しにくい形で行われることを認識し、ささいな兆候であっても、いじめではないかと疑いを 

持って、早い段階から的確に関わりを持ち、いじめを隠したり軽視したりすることなく積極的に 

いじめを認知することが必要である。 

    いじめの早期発見のために、定期的なアンケート調査や教育相談の実施、電話相談窓口の周知 

等により、児童生徒がいじめを訴えやすい体制を整えるとともに、地域、家庭と連携して児童生 

徒を見守ることが必要である。 

 

（３）いじめのへの対処 

    いじめがあることが確認された場合、学校は直ちに、いじめを受けた児童生徒やいじめを知ら 

せてきた児童生徒の安全を確保し、いじめたとされる児童生徒に対して事情を確認した上で適切 

に指導する等、組織的な対応を行うことが必要である。また、家庭や教育委員会への連絡・相談 

や、事案に応じ、関係機関との連携が必要である。このため、教職員は平素より、いじめを把握 

した場合の対処の在り方について、理解を深めておくことが必要であり、また、学校における組 

織的な対応を可能とするような体制整備が必要である。 

 

（４）地域や家庭との連携について 

    社会全体で児童生徒を見守り、健やかな成長を促すため、学校関係者と地域、家庭との連携が 

必要である。例えば PTAや地域の関係団体等と学校関係者が、いじめ問題について協議する機 

会を設けたり、学校運営協議会を活用するなど、いじめの問題について地域、家庭と連携した対 

策を推進することが必要である。 

 

（５）関係機関との連携について 

    いじめの問題への対応においては、例えば、学校や教育委員会においていじめる児童生徒に対 

して必要な教育上の指導を行っているにもかかわらず、その指導により十分な効果を上げること 

が困難な場合などには、関係機関（警察、児童相談所、医療機関等）との適切な連携が必要であ 

り、警察や児童相談所等との適切な連携を図るため、平素から、学校や学校の設置者と関係機関 

の担当者の窓口交換や連絡会議の開催など、情報共有体制を構築しておくことが必要である。 

 

 

５ いじめ防止等のために学校が実施すべき施策 
（１）いじめ防止基本方針の策定と組織等の設置 

（２）学校いじめ防止基本方針の策定 

（３）学校におけるいじめの防止等の対策のための組織 

（４）学校におけるいじめの防止等に関する措置 

 

 

６ 重大事態への対処 
以下の事態が発生・確認した場合は、教育委員会へ事態発生について報告をする。 

○児童生徒が自殺を企図した場合 
  ○身体に重要な傷害を負った場合 

  ○金品等に重大な被害を被った場合 

  ○精神性の疾患を発症した場合 

  ○年間 30日以上の欠席をした場合 

  ○児童生徒や保護者からいじめられて重大事態に至ったという申し立てがあった場合 

 

（１）事態を明確にするための調査の実施 

    重大事態に至る要因となったいじめ行為が、いつ（いつ頃から）、誰から行われ、どのような態 

様であったか、いじめを生んだ背景事情や児童生徒の人間関係にどのような問題があったか、学 

校・教職員がどのように対応したかなどの事態関係を、可能な限り網羅的に明確することである。 

この際、因果関係の特定を急ぐべきではなく、客観的な事実関係を速やかに調査すべきである。 
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①いじめられた児童生徒からの聴き取りが可能な場合 

いじめられた児童生徒から十分に聴き取るとともに。在籍児童生徒や教職員に対する質問紙調査 

や聴き取り調査を行うなどが考えられる。この際、いじめられた児童生徒や情報を提供してくれた 

児童生徒を守ることを最優先とした調査実施が必要である。 

      調査による事実関係の確認とともに、いじめた児童生徒への指導を行い、いじめ行為を止める。 

      いじめられた児童生徒に対しては、事情や心情を聴取し、いじめられた児童生徒の状況にあわせ 

た継続的なケアを行い、落ち着いた学校生地復帰の支援や学習支援等をすることが必要である。 

②いじめられた児童生徒からの聴き取りが不可能な場合 

   児童生徒の入院や死亡など、いじめられた児童生徒からの聴き取りが不可能な場合は、当該児童 

生徒の保護者の要望・意見を十分に聴取し、迅速に当該保護者に今後の調査について協議し、調査 

に着手する必要がある。 

 

（２）調査結果の提供及び報告 

    いじめを受けた児童生徒やその保護者に対して、事実関係等その他の必要な情報を提供する責 

任を有することを踏まえ、調査により明らかになった事実関係（いじめ行為がいつ、誰から行わ 

れ、どのような態様であったか、学校がどのように対応したか）について、いじめを受けた児童 

生徒やその保護者に対して説明する。この情報の提供に当たっては、適時・適切な方法で、経過 

報告があることが望ましい。 

      これらの情報の提供に当たっては、他の児童生徒のプライバシー保護に配慮するなど、関係者 

の個人情報に十分に配慮し、適切に提供する。 

 いじめの指導記録用紙を活用し、指導したことを時系列にまとめ、経過報告や保護者説明がし     

っかり行えるように整理しておく。また、その後の状況確認にも役立つように引き継ぎにも生か  

す。 
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